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１．開会
・挨拶
・関係者紹介

２．事業計画の概要
・道路の位置
・事業認可
・道路計画
・今後のスケジュール

３．質疑応答
４．閉会

本 日 の 次 第



道路（事業）の位置

延長９５０ｍ 幅員２２～２８ｍ

八幡市
（都）内里高野道線



事業認可（告示内容）

【告示番号】

平成29年3月24日（近畿地方整備局告示第55号）

平成29年4月21日（大阪府告示第698号）

【施行者の名称】

大阪府

【都市計画事業の種類及び名称】

東部大阪都市計画道路事業 3・3・210-52号 内里高野道線

【事業施行期間】

平成2９年３月２４日から平成3６年3月31日

【事業地】

枚方市長尾家具町1丁目及び2丁目、

北山1丁目並びに長尾峠町地内



事業認可（制限、制度等）

○建築等の制限（都市計画法第65条）

事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地

の形質の変更や建築物の建築等には許可が必要となります。

○土地建物等の先買い（都市計画法第67条）

事業地内において、土地建物等を有償で譲り渡そうとする場合

は、事前に大阪府への届け出が必要となります。

※届け出なく売買を行った場合などは、50万円以下の過料が

あります。（都市計画法第95条）

○土地の買取請求（都市計画法第68条）

事業地内の土地では、大阪府に対して当該土地を時価で買い取

る請求ができます。

○土地等の収用（都市計画法第70条）

土地収用法に基づく収用権が付与されます。



事業認可（告示看板）



事業認可（告示看板位置等）



道路計画（平面）

事業認可区間 Ｌ＝９５０ｍ Ｗ＝２２～２８ｍ

※今後の詳細設計、関係機関協議等により変更することがあります。
別途、関連事業もあります。

道路新設区間約250m

長尾家具町1
丁目西交差点

現道拡幅区間約700m

新名神高速道路

長尾家具町1
丁目交差点

長尾家具町1
丁目南交差点

家具団地前
交差点



道路計画（断面）

【長尾家具町1丁目南交差点付近（No.25、W=25m）】 【国道1号付近（No.31、W=28m）】

【一般部（W=22m）】
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※今後の詳細設計、関係機関協議等によ
り変更することがあります。



今後のスケジュール（事業工程）

※今後の地権者協議状況、関係機関協議、種々の要因により変更する
ことがあります。

事業期間

都市計画変更

事業認可

道路等設計

用地測量

物件調査

用地買収

工事

平成35年度平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

▲説明会

道路新設区間

現道拡幅区間

道路新設区間

現道拡幅区間
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事業を進めるためには、皆さまの土地をお譲
りいただき、建物等を移転していただかなけ
ればなりません。

また、周辺地域の皆さまにも工事等、多大な
ご迷惑をおかけします。

今後とも引き続き、ご理解とご協力をよ
ろしくお願いいたします。

お 願 い


